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株式会社カシワバラ・アシスト 記入日：　　　　年　　　　月　　　　日　

【フラット３５】諸費用明細表（建設用）
（金融機関名）

お申込人（自署）（氏名）

連帯債務者（自署）（氏名）

【表１】

　金額欄に金額を記入してください。参考金額を超えて記入する場合等は確認書類をご提出いただく場合があります。
　なお、請負契約書に計上されている項目の金額については、明細表には記載しないでください。

借入れの対象となる諸費用 金額（円） 参考金額

円　

　登記費用
　（司法書士報酬、土地家屋調査士報酬（交通費等の諸経費を含みます。）、登録免許税）

円　

　住宅の敷地に水道管又は下水道管を引くための費用（水道負担金等） 円　

　・建築確認、中間検査、完了検査の申請費用

　・建築確認などに関連する各種申請費用※１ 円　

　・適合証明検査費用
　・住宅性能評価関係費用

円　

　・長期優良住宅の認定を受けるための費用※２

　・認定低炭素住宅の認定を受けるための費用
※３

　・建築物省エネ法に基づく評価、認定にかかる費用

円　

　固定資産税・都市計画税の清算金
　（取得対象住宅の敷地及び土地取得費の対象とした土地の購入に伴い、
　　売主と清算を要したものに限ります。）

【表１】の合計 円　

諸費用の合計

※1　各種申請費用の詳細は、以下【参考資料】欄をご覧ください。

※2　長期優良住宅の認定に係る費用で、登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。

※3　認定低炭素住宅の認定に係る費用で、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請
手数料が対象となります。

　私（連帯債務者を含みます。）は、【フラット３５】の借入れの対象になる諸費用について、次のとおり申し出ます。この諸費用明細表の金
額に変更があった場合は、速やかに申し出ます。
　この申出に虚偽があった場合は、融資金全額を一括で返済いたします。

都市計画法第53 条建築許可申請手数料

風致地区申請手数料

狭あい道路申請手数料

都市計画法第29 条開発許可申請手数料

農地転用申請手数料（行政書士報酬等の手続費用を含む。）

水路占用許可申請手数料

建築基準法第43 条第2 項2 号申請手数料

河川占用許可申請手数料

構造計算適合性判定手数料

文化財保護法第93 条申請手数料

建築確認等に関連する各種申請費用

浄化槽申請手数料

市街化調整区域申請手数料

建築基準法第88 条工作物申請手数料

中高層申請手数料

土地区画整理法第76 条申請手数料

【参考資料】建築確認等に関連する各種申請費用

宅地造成及び特定盛土等規制法第12 条許可申請手数料

急傾斜崩壊危険区域申請手数料

ホームエレベーター申請手数料

沿道掘削申請手数料


